
平成１５年３月１４日�
各 位�

広島県福山市曙町一丁目12番15号�
株 式 会 社 エ フ ピ コ�
代表取締役社長  　小 松 安 弘�

(コード番号  ７９４７)       �
(東証第二部・大証第二部)     �

問合せ先：                              �
取締役総務人事本部長   東 岡  健�

ＴＥＬ（084）953－1145      �

ストック・オプション（新株予約権）の割当に関するお知らせ�
(商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の有利発行)�

�

�
�

記�
�

当社は、本日開催の取締役会において、商法第280条ノ20および第280条ノ21ならびに平成１４年６
月２７日開催の第４０回定時株主総会決議に基づき、ストック・オプションの目的で発行する新株予約
権につき、具体的な発行条件を決議いたしましたので、お知らせいたします。�

１. 新株予約権の発行日�
　平成１５年３月２４日�

�

２. 新株予約権の総数�
　５,６８０個（新株予約権１個につき、普通株式１００株）�

�

３. 新株予約権の発行価額�
　無償とする。�

�

４. 新株予約権の目的となる株式の種類および数�
　当社普通株式　　５６８,０００株�

　なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の

数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使さ

れていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未

満の端数については、これを切り捨てるものとする。�

�



　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率�

�

　また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される

場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もし

くは吸収分割を行う場合、当社が必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする

。�

�

５.  新株予約権の行使に際して払込をすべき金額�
新株予約権の行使に際して払込をすべき１株当たりの金額（以下「払込金額」という）は

、新株予約権発行の日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く）における大

阪証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値とし、１円未満の端数は切り

上げる。�

ただし、その金額が新株予約権発行日の前日の大阪証券取引所における当社株式普通

取引の終値（取引が成立しない場合はその前日の終値）を下回る場合は、当該終値とす

る。なお、その下限は３,５００円とする。また、その価額が新株予約権発行後、当社が株式

分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げる。�

�

�

　　調整後払込金額＝調整前払込金額×�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分割・併合の比率�

�

　また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場

合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしく

は吸収分割を行う場合、当社が必要と認める払込金額の調整を行うことができるものとす

る。�

�

６. 新株予約権の行使により発行する新株の発行価額の総額�
　平成１５年３月２４日に確定する。�

�

７. 新株予約権の権利行使期間�
　平成１６年７月１日から平成１９年１２月２７日まで。�

�

８. 新株予約権の行使の条件�
(１) 新株予約権者は、上記の行使期間を通じて行使を１回限りとする。ただし、新株予約

権数の行使の上限割合は次のとおりとし、１００％未満の権利行使ができる者は、各々の

権利行使期間内に移籍または退職が確定した者のみとする。（１個未満の新株予約権

数については切り捨てるものとする。）�

1



　平成16年7月1日から平成17年 6月30日まで ２０％�

　平成17年7月1日から平成18年 6月30日まで ４０％�

　平成18年7月1日から平成19年 6月30日まで ６０％�

　平成19年7月1日から平成19年12月27日まで １００％�

�

(２) 上記の１００%行使可能期間の開始日時について、取締役会の決議によりこれを早め

ることが出来るものとする。�

�

(３) 新株予約権の発行時において当社、当社連結子会社および当社グループ会社の取

締役、監査役または従業員であった対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当

社連結子会社および当社グループ会社の取締役、監査役または従業員の地位を保有し

ていることを要する。�

(４) 対象者が死亡した場合、新株予約権の相続は認めない。�

(５) 対象者は、新株予約権を第三者に譲渡、質入れその他一切の処分をすることができ

ない。�

(６) その他の条件は新株予約権発行の取締役会の決議にもとづき､当社と新株予約権

割当の対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。�

９. 新株予約権の消却事由および条件�

(１) 当社が消滅会社となる合併契約が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交

換契約書承認の議案ならびに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当

社は新株予約権を無償で消却することができる。�

(２) 新株予約権者が権利行使する前に、新株予約権の行使の条件に該当しなくなった

ため、新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で消却す

ることができる。�

(３)  対象者がその在籍する当社、当社連結子会社および当社グループ会社の就業規則

に定める懲戒の事由に該当した場合、当該対象者の残存する新株予約権は無償にて

消却することができる。�

�

１０. 新株予約権の譲渡制限�
　新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。�

�

１１. 新株予約権証券の発行�
　新株予約権証券は、新株予約権者の請求があった場合に限り、これを発行すべきもの

とする。�

�

１２. 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額中資本に組
入れる額�
　発行価額中資本に組入れる額は、行使価額(調整された場合は調整後の行使価額)に



０.５を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げ

た金額とする。�

�

１３. 新株予約権の割当てを受ける者�
　当社、当社連結子会社および当社グループ会社の取締役、監査役および従業員合計

１,５４８名に割り当てる。�

�

１４. 有価証券届出書の提出�
　上記各項については、証券取引法による有価証券届出書の届出の効力発生を条件と

する。�

�

(ご参考) �

(１) 定時株主総会付議のための取締役会決議日： 平成１４年５月１４日�

(２) 定時株主総会の決議日： 平成１４年６月２７日�

�

以上�


